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ガス料金その他の供給条件の内容 

 

標準プラン 

 

１ 対象となるお客さま 

ガス需給約款の適用を受け、京葉瓦斯株式会社が定める託送供給約款の供給区域に該当するお客さま

で、当社が、当社の定める方式により、この料金表により算定されたガス料金を継続して請求でき、

当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。 

 

２ ガス料金 

ガス料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。ただし、従量料金は、別表（原料費調整）

１(1)によって算定された平均原料価格が５９，５４０円を下回る場合は、別表（原料費調整）１(4)に

よって算定された原料費調整額を差し引いたものとし、別表（原料費調整）１(1)によって算定された

平均原料価格が５９，５４０円を上回る場合は、別表（原料費調整）１(4)によって算定された原料費

調整額を加えたものといたします。 

なお、使用量が２０立方メートルまでの場合には料金表Ａを、使用量が２０立方メートルをこえ、１

００立方メートルまでの場合には料金表Ｂを、使用量が１００立方メートルをこえ、３５０立方メー

トルまでの場合には料金表Ｃを、使用量が３５０立方メートルをこえる場合には料金表 Dを、それぞ

れ適用いたします。 

(1) 料金表Ａ 

イ 基本料金 

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。 

１契約につき ７７４円３５銭 

ロ 従量料金 

従量料金は、その１月の使用量によって算定いたします。 

１立方メートルにつき １６１円３２銭 

(2) 料金表Ｂ 

イ 基本料金 

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。 

１契約につき １，１１２円９３銭 

ロ 従量料金 

従量料金は、その１月の使用量によって算定いたします。 
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１立方メートルにつき １４４円３９銭 

(3) 料金表Ｃ 

イ 基本料金 

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。 

１契約につき １，８８７円２７銭 

ロ 従量料金 

従量料金は、その１月の使用量によって算定いたします。 

１立方メートルにつき １３６円６５銭 

(4) 料金表Ｄ 

イ 基本料金 

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。 

１契約につき ６，２７９円４１銭 

ロ 従量料金 

従量料金は、その１月の使用量によって算定いたします。 

１立方メートルにつき １２４円１０銭 

 

３ 日割計算 

(1) 当社は、イ、ロまたはハの場合は、日割計算をし、ガス料金を算定いたします。 

この場合のガス料金は、(2)または(3)によって算定された日割計算後基本料金および従量料金の

合計といたします。ただし、従量料金は、別表（原料費調整）１(1)によって算定された平均原料

価格が５９，５４０円を下回る場合は、別表（原料費調整）１(4)によって算定された原料費調整

額を差し引いたものとし、別表（原料費調整）１(1)によって算定された平均原料価格が５９，５

４０円を上回る場合は、別表（原料費調整）１(4)によって算定された原料費調整額を加えたもの

といたします。 

イ ガスの供給を開始し、または需給契約が消滅したことによりガス料金の算定期間が２９日以

下または３６日以上となった場合。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合および他

のガス小売事業者からの切り替えにより当社からのガスの供給が開始する場合を除きます。 

ロ ガス料金の算定期間が２４日以下または３６日以上となった場合 

ハ ガス需給約款２４（供給または使用の制限等）によりガスの供給を中止または制限し、その

中止または制限した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算

定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、ガス料金は申し受けません。 

(2) (1)イ、ロの場合、ガス料金は次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。 

なお、２（ガス料金）で定めた料金表の適用基準となる１月分の使用量については、料金算定期

間の使用量に３０を乗じ、料金算定期間の日数で除した１か月換算使用量を用います。 
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日割計算後基本料金は基本料金に料金算定期間の日数を乗じ、３０で除してえた値といたし

ます。なお、上記計算により発生した小数点第３位以下の数値は切り捨て、料金算定期間の

日数には開始日を含みます。 

(3) (1)ハの場合、ガス料金は次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。 

なお、２（ガス料金）で定めた料金表の適用基準となる１月分の使用量については、料金算定期

間の使用量に３０を乗じ、次の日割計算日数で除した１か月換算使用量を用います。 

イ 日割計算後基本料金は基本料金に日割計算日数を乗じ、３０で除してえた値といたします。

なお、上記計算により発生した小数点第３位以下の数値は切り捨て、料金算定期間の日数に

は開始日を含みます。 

ロ 日割計算日数は３０から供給中止期間の日数を減じた値といたします。なお、供給中止期間

の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、３１以上の場合は３０と

いたします。 

 

４ 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性 

この料金表による供給ガスにおける熱量、圧力、燃焼性は、次のとおりといたします。 

なお、供給ガスは、燃焼性によって類別されており、この料金表による供給ガスの類別は１３Ａであ

るため１３Ａとされているガス機器が適合いたします。 

熱 量 標準熱量・・・・・・４５メガジュール 

       最低熱量・・・・・・４４メガジュール 

   圧 力 最高圧力・・・・・・２．５キロパスカル 

       最低圧力・・・・・・１．０キロパスカル 

 燃焼性 最高燃焼速度・・・・・・４７ 

       最低燃焼速度・・・・・・３５ 

       最高ウォッベ指数・・・・・・５７．８ 

       最低ウォッベ指数・・・・・・５２．７ 

 

５ そ の 他 

その他の事項については、ガス需給約款に定めるところによるものといたします。 
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附  則 

 

１ 実施期日 

この料金表は、２０２５年１０月１日から実施いたします。 
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別  表（原料費調整） 

 

１ 原料費調整額の算定 

(1) 平均原料価格 

１トン当たりの平均原料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式

によって算定された値といたします。 

なお、平均原料価格、平均ＬＮＧ価格および平均ＬＰＧ価格は、１０円単位とし、１０円未満の

端数は、１円の位で四捨五入いたします。 

 平均原料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β 

 Ａ＝各平均原料価格算定期間における１トン当たりの平均ＬＮＧ価格 

 Ｂ＝各平均原料価格算定期間における１トン当たりの平均ＬＰＧ価格 

 α＝０．７３０３ 

 β＝０．０８２１ 

(2) 原料費調整単価 

原料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。 

イ １トン当たりの平均原料価格が５９，５４０円を下回る場合 

原料費調整単価 

＝（５９，５４０円－平均原料価格）× 
２の基準単価

１００
 ×（１＋消費税率） 

ロ １トン当たりの平均原料価格が５９，５４０円を上回る場合 

原料費調整単価 

＝（平均原料価格－５９，５４０円）× 
２の基準単価

１００
 ×（１＋消費税率） 

なお、原料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、イによって算定する場合は切り上げ、

ロによって算定する場合は切り捨てます。 

(3) 原料費調整単価の適用 

各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費調整単価は、その平均原料価

格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間に使用されるガスに適用いたします。 

なお、各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。 

平均原料価格算定期間 原料費調整単価適用期間 

毎年１月から３月までの期間 料金算定期間の末日がその年の６月１日か

ら６月３０日までに属する料金算定期間 

毎年２月から４月までの期間 料金算定期間の末日がその年の７月１日か

ら７月３１日までに属する料金算定期間 
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毎年３月から５月までの期間 料金算定期間の末日がその年の８月１日か

ら８月３１日までに属する料金算定期間 

毎年４月から６月までの期間 料金算定期間の末日がその年の９月１日か

ら９月３０日までに属する料金算定期間 

毎年５月から７月までの期間 料金算定期間の末日がその年の１０月１日

から１０月３１日までに属する料金算定期

間 

毎年６月から８月までの期間 料金算定期間の末日がその年の１１月１日

から１１月３０日までに属する料金算定期

間 

毎年７月から９月までの期間 料金算定期間の末日がその年の１２月１日

から１２月３１日までに属する料金算定期

間 

毎年８月から１０月までの期間 料金算定期間の末日が翌年の１月１日から

１月３１日までに属する料金算定期間 

毎年９月から１１月までの期間 料金算定期間の末日が翌年の２月１日から

２月２８日（閏年の場合は２月２９日）ま

でに属する料金算定期間 

毎年１０月から１２月までの期間 料金算定期間の末日が翌年の３月１日から

３月３１日までに属する料金算定期間 

毎年１１月から翌年の１月までの期間 料金算定期間の末日が翌年の４月１日から

４月３０日までに属する料金算定期間 

毎年１２月から翌年の２月までの期間 料金算定期間の末日が翌年の５月１日から

５月３１日までに属する料金算定期間 

(4) 原料費調整額 

原料費調整額は、その１月の使用量に(2)によって算定された原料費調整単価を適用して算定いた

します。 

 

２ 基準単価 

基準単価は、平均原料価格が１００円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

１立方メートルにつき ８銭１厘 

 

３ 原料費調整単価等のお知らせ 

当社は、１(1)の各平均原料価格算定期間における１トン当たりの平均ＬＮＧ価格、１トン当たりの平

均ＬＰＧ価格および１(2)によって算定された原料費調整単価をお知らせいたします。 


